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平成 27年 1月 23日

(一社)日 本クレーン協会東海支部長 殿

愛 知 労 働 局

第 12次労働災害防止計画の目標達成に向けた労働災害対策の推進について (協力要請)

一 「STOP!転 倒災害プロジェク ト2015」 による転倒災害の防止一

時下、貴職におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、労働行政の推進にご理解 とご協力を賜 り、厚くおネL申 し上げます。

さて、平成 26年の労働災害については、上半期時点で大幅な増加となったことから、

昨年 8月 に関係業界団体の皆様に 「労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請」をさ

せていただいたところです。その結果、皆様方の御協力も得て、当局でも労働災害の増

加に一定の歯止めをかけることができましたが、12月 末現在の速報値では、前年同期と

比較して、死亡災害が 17%の増加、休業 4日 以上の死傷災害 (以下 「死傷災害」といい

ます。)は 0。 7%の僅かな減少にとどまっています。

また、平成 25年度にスター トした第 12次労働災害防止推進計画 (以下 「12次防」と

いいます。)におきましては、平成 29年時点で労働災害発生件数を平成 24年実績よりも

15%以上減少させることを目標としてお りますが、 2年経過時点で死亡災害、死傷災害

共に平成 24年度実績を下回ることは困難であり、残 り3年間での目標達成が危ぶまれる

状況になっています。

12次防の中間年に当たる本年は、労働災害の大幅な削減に向けた対策を一層積極的に

展開する必要があります。

このため、厚生労働省では、死傷災害発生件数の 2割以上 (23,729人・平成 26年 12

月末時点速報値)を 占め、近年増加傾向にある 「転倒災害」に着目し、労働災害防止団

体とともに「STOP!転 倒災害プロジェク ト 2015」 (別添)を主唱して、各事業場にお

ける転倒災害防止対策の展開を図ることとし、当局においても本対策を推進することと

しています。

労働力人口の高齢化の一層の進行が見込まれる中、事業場における転倒災害防止対策

の重要性はますます高まってお ります。貴団体におかれましても、安心 して働ける職場

環境の実現に向けて、傘下の会員事業場に対 し、上記プロジェク トを周知いただくとと

もに趣旨をご理解の上、取 り組んでいただきますよう、特段の御配慮をお願い致 します。
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